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【公開番号】特開2008-128871(P2008-128871A)
【公開日】平成20年6月5日(2008.6.5)
【年通号数】公開・登録公報2008-022
【出願番号】特願2006-315391(P2006-315391)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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   Ｇ０１Ｄ   5/30    　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月20日(2009.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光光源から発する発散性の光束を前記発光光源に対し相対移動する被測定体に照射す
る照明手段と、前記被測定体に付設し前記照明手段からの発散性光束を反射し前記照明手
段と異なる方向に導光する反射スケールと、該反射スケールからの第１の反射光を受光し
相対位置を検出する第１の受光手段と、前記反射スケールからの第２の反射光を通過、遮
光する遮光手段と、前記第１の受光手段とは異なる位置で前記第２の反射光を受光し絶対
位置を検出する第２の受光手段とを有することを特徴とする変位検出装置。
【請求項２】
　前記反射スケール及び遮光手段は、回転運動する前記被測定体に連動する部材に設けた
ことを特徴とする請求項１に記載の変位検出装置。
【請求項３】
　前記反射スケール及び遮光手段は直線運動する前記被測定体に連動する部材に設けたこ
とを特徴とする請求項１に記載の変位検出装置。
【請求項４】
　前記遮光手段は前記被測定体の位相角度に従って前記第２の反射光を通過、遮光する遮
光板としたことを特徴とする請求項１～３の何れか１つの請求項に記載の変位検出装置。
【請求項５】
　前記遮光手段は少なくとも３段階に透過率が異なるフィルタを含んでおり、位相角度に
応じて前記第２の反射光の光量が異なることを特徴とする請求項１～３の何れか１つの請
求項に記載の変位検出装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の目的は、上述の課題を解消し、高精度の分解能を満足するために適切に構成し
た反射素子を用いて相対位置の検出を行うことと同時に、絶対位置の検出も行うことが可
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能で、かつ小型化、薄型化できる変位検出装置を提供することにある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記目的を達成するための本発明に係る変位検出装置は、発光光源から発する発散性の
光束を前記発光光源に対し相対移動する被測定体に照射する照明手段と、前記被測定体に
付設し前記照明手段からの発散性光束を反射し前記照明手段と異なる方向に導光する反射
スケールと、該反射スケールからの第１の反射光を受光し相対位置を検出する第１の受光
手段と、前記反射スケールからの第２の反射光を通過、遮光する遮光手段と、前記第１の
受光手段とは異なる位置で前記第２の反射光を受光し絶対位置を検出する第２の受光手段
とを有することを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明に係る変位検出装置によれば、第１の反射光を用いた被測定体の相対位置検出と
、第２の反射光を遮光手段で光量を可変させることによる絶対位置検出との２種類の検出
を、１つの照明手段で実現することが可能となる。これにより、単純構造化、小型化を達
成できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　図３の模式的光路図に示すように、照射光源１５から発せられた光束が反射素子１１ａ
の傾斜面を複数回反射して導出される反射光Ｌａ、Ｌｂは、それぞれ相対位置検出センサ
１６、絶対位置検出センサ１７に入射するようにされている。相対位置検出センサ１６は
反射素子１１ａによる反射光Ｌａにより、被測定体の相対移動量である位相角を微細に検
出し、絶対位置検出センサ１７は反射光Ｌｂにより被測定体の絶対移動量の位相角を検出
する。透過エリア２１ａ、遮光エリア２１ｂの境界部では、絶対位置検出センサ１７の出
力の変位が急峻になり、切換部をエッジと見立てた検出方法によって、原点に対する絶対
位置検出の基準信号として使用できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　遮光板４１には、変位に応じて段階的に透過率が異なるエリア４１ａ～４１ｄが設けら
れており、絶対位置検出センサ１７に対して（ａ）～（ｃ）のように遮光板４１が回転す
る位相角度により、異なる透過率による光量が検出に用いられる。
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